
在
宅
で
生
活
す
る
低
所
得
の
高
齢
者
世
帯

や
障
害
者
世
帯
な
ど
へ
、
１
世
帯
当
た
り
５

千
円
を
助
成
し
ま
す
。
対
象
世
帯
に
は
１
月

下
旬
に
申
請
書
を
郵
送
し
ま
し
た
。
３
月
10

日
(月)
ま
で
忘
れ
ず
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
請
書
が
届
い
て
い
な
く
て
も
、
対

象
だ
と
思
わ
れ
る
か
た
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

福
祉
総
務
課

q(

８
６
６)
２
０
９
２

次
の
対
象
の
か
た
に
「
特
別
弔
ち
ょ
う

慰い

金
」
が

国
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す(

額
面
40
万
円
、
10
年

償
還
の
記
名
国
債)

。
請
求
期
限
は
３
月
31
日

で
す
。
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
法
律
に
よ
り
特

別
弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
が
消
滅
し
ま
す
。

な
お
、
平
成
17
年
４
月
以
降
、
す
で
に
請

求
し
て
い
る
か
た
は
手
続
き
不
要
で
す
。

支
給
対
象
者

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご

遺
族
に
、
平
成
17
年
４
月
１
日
時
点
で
遺
族

年
金
な
ど
を
受
け
て
い
た
か
た
が
い
な
い
場

合
、
次
の
順
番
で
先
の
か
た
、
お
一
人

１
…
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ

る
「
弔
慰
金
」
の
受
給
権
者

２
…
戦
没
者
等
の
子

３
…
戦
没
者
等
と
生
計
関
係
が
あ
っ
た
、

①
父
母
②
孫
③
祖
父
母
④
兄
弟
姉
妹

４
…
３
の
対
象
者
以
外
の
①
父
母
②
孫

③
祖
父
母
④
兄
弟
姉
妹

５
…
１
〜
４
の
対
象
者
以
外
の
３
親
等
内
の

親
族(

戦
没
者
等
の
死
亡
ま
で
引
き
続
き
１
年

以
上
、
生
計
関
係
が
あ
っ
た
か
た
の
み)

請
求
窓
口

福
祉
総
務
課(

福
祉
棟
２
階)

、

河
辺
市
民
セ
ン
タ
ー
、
雄
和
市
民
セ
ン
タ
ー

●
問
い
合
わ
せ

福
祉
総
務
課
地
域
福
祉
推

進
室
1(

８
６
６)

２
４
９
４

市
内
の
児
童
館
・
児
童
セ
ン
タ
ー
で
子
ど

も
た
ち
の
い
ろ
い
ろ
な
活
動
を
お
手
伝
い
す

る
児
童
厚
生
員
を
募
集
し
ま
す
。
希
望
す
る

か
た
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
、
山
王

21
ビ
ル
の
生
涯
学
習
室
に
あ
る
募
集
要
項
を

ご
覧
の
う
え
、
ご
応
募
く
だ
さ
い
。
面
接
試

験
は
３
月
17
日
(月)
に
行
い
ま
す
。

応
募
資
格

保
育
士
資
格
か
教
員
免
許
が
あ

る
か
た

応
募
方
法

募
集
要
項
を
ご
覧
の
う
え
、
履

歴
書
、
資
格
証
明
書
の
写
し
を
、
３
月
14
日

(金)
ま
で
、
〒
０
１
０
―
０
９
５
１
秋
田
市
山

王
二
丁
目
１
―
53

秋
田
市
教
育
委
員
会
生

涯
学
習
室
へ
、
郵
送
ま
た
は
直
接
お
持
ち
く

だ
さ
い
q(

８
２
６)

９
０
４
８

http://w
w
w
.city.akita.akita.jp/city/ed/lf/

未
成
年
者
の
喫
煙
を
防
止
す
る

た
め
、
５
月
１
日
(木)
か
ら
、
県
内

の
自
動
販
売
機
で
た
ば
こ
を
買
う

と
き
は
、
成
人
で
あ
る
こ
と
を
証

明
す
る
専
用
の
カ
ー
ド
「ta

sp
o
(

タ
ス
ポ)

」

が
必
要
に
な
り
ま
す
。
満
20
歳
以
上
で
あ
れ

ば
、
ど
な
た
で
も
申
し
込
め
ま
す
。
発
行
手

数
料
や
会
費
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

申
し
込
み

ta
sp
o

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
た
ば

こ
販
売
店
な
ど
に
あ
る
申
込
書
で
、(

社)

日

本
た
ば
こ
協
会
へ
。http://w

w
w
.taspo.jp/

●
問
い
合
わ
せ

秋
田
た
ば
こ
販
売
協
同
組

合
1(

８
２
３)

５
０
７
７

中
小
企
業
を
対
象
に
、
御
所
野
新
都
市
産

業
区
の
土
地
を
分
譲
ま
た
は
貸
付
し
ま
す
。

対
象

左
記
の
①
〜
③
を
満
た
す
中
小
企
業

(

審
査
あ
り)

①
主
た
る
事
業
が
製
造
業
ま

た
は
情
報
通
信
業
、
デ
ザ
イ
ン
・
機
械
設
計

業
②
賃
貸
契
約
締
結
後
１
年
以
内
に
社
屋
の

MATION
●市 役 所 か ら の お 知 ら せ

INFOR-

08

５
中
小
企
業
向
け
小
区
画

用
地
を
分
譲
・
貸
付

４月13日(日)は「春の全市一斉清掃」…町内のみなさんで力を合わせ、まちをきれいにしま
しょう。詳しくは、広報あきた３月21日号でお知らせします。環境企画課1(863)6632

３月20日 (木 )の
「春分の日」は、家庭
ごみのみ収集します。
収集日にあたって

いる地区のかたはお
忘れなく。

春分の日の
ごみ収集

環境業務課
q(863)6631

問い
合わせ

人 口20.２.１現在

●人口／329,125人(－162)

●男／155,654人(－127)

●女／173,471人(－35)

１月分・出生 216人

・死亡 283人

・転入 454人

・転出 549人

（ ）内は前月比

●世帯／132,645世帯(－20)

１
灯
油
値
上
が
り
緊
急
支
援

低
所
得
世
帯
に
５
千
円

申
請
は
３
月
10
日
ま
で
！

４
月
１
日
採
用

児
童
厚
生
員
を
募
集

３

２
特
別
弔
慰
金
の
請
求
は

３
月
31
日
ま
で

４
５
月
１
日
か
ら

た
ば
こ
自
販
機
の
利
用

に
専
用
カ
ー
ド
が
必
要



建
設
着
手
が
可
能
、
ま
た
は
譲
渡
契
約
締
結

後
３
年
以
内
に
操
業
が
可
能
③
当
該
用
地
で

の
新
規
投
下
固
定
資
産
総
額
が
２
千
５
百
万

円
を
超
え
る(

土
地
購
入
費
を
除
く)

募
集
期
間

３
月
31
日
(月)
ま
で

●
申
し
込
み

工
業
労
政
課

q(

８
６
６)

２
１
１
４

四
ツ
小
屋
と
雄
和
本
田
の
間
に
あ
る
本
田

橋
は
、
腐
食
が
著
し
い
た
め
全
面
通
行
止
め

に
し
て
い
ま
す
。
回
り
道
す
る
な
ど
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

道
路
維
持
課

q(

８
６
４)

３
６
４
３

広報あきた 平成20年３月７日号09

本
田
橋
を
通
行
止
め

６

３月は市税完納強調月間
土・日、祝日も納付窓口を開設！

市県民税、固定資産税、軽自動車税
…納税課q(866)2058

国民健康保険税
…国保年金課q(866)2189

今月が納期の市税は「国民健康
保険税第９期」で、納期限は３月
31日(月)です。納期内に納付する
ようお願いします。また、そのほ

か納期限が過ぎた市税は、３月中に納付してく
ださい。３月15日(土)から23日(日)までの土・
日、祝日にも納税窓口を開設します。税の納付
を受け付けるほか、納税相談にも応じます。

納付
窓口

平成20年度に納めていただく市民税・県民税
の申告の受付は、３月17日(月)までです。詳し
くは、広報あきた２月１日号４～５ページをご
覧ください。
お住まいの地区の指定日に申告できなかった

かたは、下記の会場で申告してください。受付
時間は平日の午前９時～午後４時30分です。

軽自動車税は、４月１日現在でバイクや
軽自動車などを所有しているかたに全額課

税されます。廃車したいバイクや軽自動車があ
るかたは、３月31日(月)までに廃車の申告を済
ませてください。それ以降に申告した場合は、
１年分の税金がかかります。ご注意ください。

s原動機付自転車(125cc以下のバイク)、
小型特殊自動車(農耕作業用のものを含
む)…市民税課13番窓口税制担当

q(866)2054
河辺市民センター税務班q(882)5421
雄和市民センター税務班q(886)5540

s四輪の軽自動車、軽二輪車(125cc超
250cc以下のバイク)…秋田県軽自動車協
会(寺内字三千刈463-５)q(896)6811

s二輪の小型自動車(250cc超のバイク)…
秋田運輸支局q050(5540)2012

廃
車
申
告
の
受
け
付
け
場
所

３月15日(土)・16日(日)・20日(木)・
22日(土)・23日(日)
午前８時30分～午後５時30分

休日の
開設日時

市・県民税の 申告 をお忘れなく

Weロード(秋田駅東西歩道橋)内にある、電照式広
告板の利用者を募集しています。会社案内や商品の
宣伝などにどうぞ。なお、広告板用フィルムの制作
費は、利用者の負担となります。

建設総務課q(866)2132申し込み

Weロード内に広告載せませんか

●１面あたりのサイズと使用料
サイズ(縦×横)s120㌢×160㌢
使用料(月額)s12,600円

西部地域市民サービス
センターの本体工事に着手
市民協働と都市内地域分権の

拠点施設「(仮称)西部地域市民サ
ービスセンター」の本体工事を
前に、新屋扇町にある建設地で
安全祈願祭が開催されました。
同センターは３階建てで、延

べ床面積は3,548.75㎡。支所
と公民館の機能に加え、子育て
支援機能、防災備蓄倉庫などを
備えます。

来年５月オープン！

佐竹市長がくわ入れで
安全祈願(２月13日)

バイク・軽自動車の廃車申告

※価格は平成19年度のものです。

・市役所職員研修棟２階s３月17日(月)まで
・河辺総合福祉交流センター

s３月11日(火)～17日(月)

監
視
カ
メ
ラ

「
み
て
る
く
ん
」

ごみの不法投棄は犯罪です…５年以下の懲役、もしくは１千万円以下の罰
金が科せられます。不法投棄を見つけたら廃棄物対策課へ。q(866)2076


